
 ゼロカーボンチャレンジ宣言書 
 

取 組 項 目

◆共通項目（必須） 
 

◎「ふくしまゼロカーボン宣言」への賛同登録 

◎事業に伴う二酸化炭素排出量の見える化 
 （福島県作成「見える化ツール（無料）」活用可） 

 

◆その他の項目 
 

【☆省エネルギー対策】 

○省エネ診断を受診し、結果に基づいた取組の実践 

○省エネルギー機械や設備の導入・更新 

○事業所建築物のＺＥＢ・ＺＥＨ化(新築・改築時) 

○照明設備のＬＥＤ化（※蛍光灯、蛍光ランプは 2027 年末までに生産終了となります） 

○次世代自動車(ＥＶ,ＦＣＶ,ＰＨＥＶ,ＨＶ)の導入 

○節電・節水の実施 

○クールビズ、ウォームビズの推進 

○可能な範囲での公共交通機関利用（水郡線存続） 
 

【☆再生可能エネルギー普及拡大】 

○再生可能エネルギー設備(太陽光や蓄電システムなど)の導入 

○再生可能エネルギー由来の電力契約への切替え 

○木質バイオマスストーブ・ボイラーの導入 
 

【☆総合的な地球温暖化対策】 

○可燃ごみ減量化・食品ロス削減・５Ｒの推進 

○グリーン購入(環境配慮型商品)の普及促進 

○エコオフィス活動(ペーパーレス化など)の実践 

○敷地内の緑化、環境保全活動の実施 

○従業員への環境教育、人材育成 

○気候変動適応対策(熱中症予防や防災訓練など)の実施 

 

上記、共通項目(必須)及びその他項目のうち実施可能なものから取り組むことに

より、事業活動に伴い発生する二酸化炭素の排出抑制に努めることを宣言します。 
 

 事業者名                  

 

※ゼロカーボン事業支援金を申請する事業者は、本宣言書を申請書と併せてご提出ください。 

※令和 8 年 1 月 1 日以降に「ふくしまゼロカーボン宣言」をした事業者は、登録 

されたことが確認できる、福島県からのメールの写しを添付してください。 
 

【町記入欄】 

 
受付日 R ・  ・  ・ 

受付者  

 

 
ふくしまゼロカーボン宣言 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/ontai/r7-zerocarbonsengen-jigyosyo.html

